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新制度の概要

• 「周辺環境への影響が少ない草刈工事」が対象

• 工事開始時間の前倒しや通常の休憩時間を超える休憩の取得が可能

• また、これにより通常の作業時間を確保できない場合には、労務費の補正を行う。



・初回打合せ時に、７つの作業時間の設定区分のうち、いずれか一つを選択し打合せ簿を提出

実施方法



実施方法

・工事中標示板に本制度を導入している旨と、作業時間を明記して周知を図ってください。

香川県○○土木事務所

電話 000-000-0000

香川県週休２日工事
（完全週休2日）

草刈工事を行っています

令和○○年○月○日まで

時間帯 ０：００ ～ ０：００
熱中症対策として

暑い時間帯を避けて作業しています

例）



労務費の補正

条件

補正の内容

• 受注者が通常の休憩時間を超えて

休憩を取る場合

（設定区分1，２，4，5，７を選択した場合）

• 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用し、労務費を補正

• 打合せ簿に明記した時間外の作業が確認された場合は補正を行わない

補正の取消



注意点！

近隣住民への周知

環境整備

• 騒音の影響が想定される範囲の住民に対し、事前にチラシの配布や声掛け等を
行い、理解を得るよう努めること

• 休憩時間中、作業員が適切に身体を休められるよう、冷房設備の整った休憩所
の設置や、経口補水液の備蓄等、必要な熱中症予防措置を講じるよう努める。

騒音防止

• 早朝作業時の騒音防止等に適切な配慮を行う


